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1. この投資信託説明書（交付目論見書）により行う「グローバル高配当プラス・ファンド（四半期決算型）」

の募集については、委託会社は、金融商品取引法第５条の規定により有価証券届出書を平成 22 年３月 10 日

に関東財務局長に提出しており、平成 22 年３月 11 日にその届出の効力は生じております。 

2. この投資信託説明書（交付目論見書）は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書のうち、同法第

15 条第２項の規定に基づき投資家がファンドを取得する際にあらかじめまたは同時に交付を行う目論見書

です。 

3. 金融商品取引法第 13 条に規定する詳細情報を記載した投資信託説明書（請求目論見書）は、取扱販売会社

にご請求いただければ当該取扱販売会社を通じて交付いたします。ご請求をされた場合には、その旨をご自

身で記録しておくようにしてください。 

 

投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。 

 投資信託は、元本が保証されているものではありません。運用による損益はすべて受益者に帰属します。 

 投資信託は、保険契約、金融機関の預金とは異なり、保険契約者保護機構、預金保険の保護の対象ではあり

ません。 

 銀行などの登録金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発 行 者 名 ユナイテッド投信投資顧問株式会社 

代 表 者 の 役 職 氏 名 代表取締役社長 増田 雄輔 

本 店 の 所 在 の 場 所 東京都中央区新川１-17-25 

東茅場町有楽ビル８階 

有価証券届出書の写しを

縦 覧 に 供 す る 場 所 

該当事項はありません。 

 

 

 



重要です。必ず、お読み下さい。 

 
下記の事項は、この投資信託（以下｢当ファンド｣という。）をお申込みされるご
投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせす
るものです。 
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書（交付目論見書）の内
容をよくお読みください。 

記 

■当ファンドに係るリスクについて 

 
当ファンドは、主に特定のユーロ円債を投資対象としますので、当該ユーロ

円債の価格の下落や、当該ユーロ円債の発行会社等の経営や財務状況の

悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 

したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基

準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 

当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「有価証券の価格変動リス

ク」、「信用リスク」、「銘柄集中リスク（流動性リスク）」などがあります。 
 

※ 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの基本情報」内の

｢リスク｣および「６．投資リスクとその管理体制」をご覧ください。 
   

 

■当ファンドに係る手数料等について 

お客様には以下の費用をご負担いただきます。 

◆お申込み時に直接ご負担していただく費用 

①お申込み手数料 

お申込み受付日の翌営業日の基準価額に対して上限 3.675％（税抜 3.5％） 

※ 詳しくは販売会社もしくはお申込み手数料を記載した書面にてご確認く

ださい。 

◆換金（ご解約）時に直接ご負担していただく費用 

①信託財産留保額 

換金（ご解約）受付日の翌営業日の基準価額に対して 0.50％ 

 



◆投資信託の保有期間中に間接的にご負担していただく費用 

①信託報酬 

基準価額（１万口当たり）の水準により、信託財産の純資産総額に対し

て以下の 2 つのケースに分かれます。 

基準価額が9,000円以上のとき 年率1.2075％ （税抜 1.15％） 

基準価額が9,000円未満のとき 年率1.0500％ （税抜 1.00％） 

②ユーロ円債管理費 

ユーロ円債の時価総額の年率 0.8％程度 

③その他の費用 

有価証券等の取引に伴う手数料（売買委託手数料、保管手数料等） 

監査報酬 

信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用 等 
 

（その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前

に料率、上限額等を示すことができません。） 

 

受益者が負担する手数料などの合計額については、ご投資家の皆様がファ

ンドを保有される期間や運用の状況などに応じて異なりますので、あらかじ

め表示することができません。 

 

※ 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「７．手数料等及び税金」を

ご覧ください。 
 

 

■ クーリングオフの適用について 

当ファンドのお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。 

 
 
 
 
 
 

















2.ファンドの特色 
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③ ファンドの関係法人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 投資信託の組成をするにあたって委託会社と受託会社が結ぶ契約のこと。投資信託の具体的

な仕組みや運用方針、信託財産の運営・管理方法などの細目が定められています。 

※２ 投資信託の販売等に関して委託会社と販売会社との間で結ぶ契約のこと。投資信託受益権の

募集の取扱い、解約請求の取扱い、収益分配金の再投資、収益分配金・償還金・解約金の支

払いに関する事務手続等が定められています。

委託会社 

 
ユナイテッド投信投資顧問 
（信託財産の運用指図等） 

受託会社 

りそな銀行 

［再信託受託会社： 

日本トラスティ・サービス信託銀行］

（信託財産の管理業務等） 

 

販売会社 

（受益権の募集の取扱いおよび販売、解

約（換金）請求の受付け、収益分配金の

再投資ならびに収益分配金・償還金・解

約金の支払い等） 

 

投資家 

（受益者） 

投資信託契約※1

投資信託受益権の取扱いに関する契約※2 

収益分配金 
償 還 金 
解 約 金

申込金

当ファンド 

グローバル高配当プラス・ファンド（四半期決算型） 

（愛称：世界資産） 



3.委託会社等の概況 
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(1)資本金 11億5,500万円（平成22年１月31日現在） 

 

(2)沿革 

平成11年９月17日 米ユナイテッド・アセット・マネジメント・コーポレーションの

100％子会社としてユナイテッド投信株式会社を設立。 

平成11年10月26日 証券投資信託委託業の認可取得。 

平成12年10月６日 オールド・ミューチュアル（Ｕ.Ｓ.）ホールディングス・インク

の傘下となる。 

平成16年１月20日 投資顧問会社として登録。 

平成17年３月30日 日本アジアホールディングズ株式会社の傘下となる。 

平成17年10月31日 投資一任業務にかかる認可を取得、ユーエイエム ジャパン イ

ンクから営業を譲り受けるとともに、会社名をユナイテッド投信

投資顧問株式会社に変更。 

平成19年９月30日 金融商品取引業者として登録。 

 

(3)大株主の状況 

  （平成22年１月31日現在）

氏名又は名称 住所 所有株式数 所有比率

日本アジアホールディングズ 

株式会社 

東京都千代田区丸の内二丁目３番２号

郵船ビル５階 
4,600株 100％

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4.投資方針 
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(1) 投資方針  

バークレイズ銀行＊が発行するユーロ円債＊＊への投資を通じて、実質的に、グローバルに

高配当が期待される株式等、およびトレーディング戦略への投資を行います。 

＊  バークレイズ銀行は英国を本拠地とし、300年以上の歴史を有する銀行です。バーク

レイズ銀行はAA-（スタンダード・アンド・プアーズ）およびAａ3（ムーディーズ）

の信用格付を取得しています。（平成22年１月31日現在） 

＊＊ 日本国外で発行される円建債で、ほとんどがユーロ市場で発行されるのでユーロ円債

と称されます。 

 

(2) 投資対象  

① 投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる特定資産

（投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）とし

ます。 

イ．有価証券 

ロ. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約

款第23条に定めるものに限ります。） 

ハ. 約束手形 

二. 金銭債権 

② 投資の対象とする有価証券 

１．株券または新株の引受権を表示する証券もしくは証書（新株引受権証券を除きます。） 

２．国債証券 

３．地方債証券 

４．特別の法律により法人の発行する債券 

５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型

新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

６．コマーシャル・ペーパー 

７．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。） 

８．外国または外国の者が発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有

するもの。 

９．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも

のをいいます。） 

10．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11

号で定めるものをいいます。） 

11．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま

す。） 

12．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの

をいい、有価証券に係るものに限ります。） 

13．外国法人が発行する譲渡性預金証書 

14．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信

託の受益証券に表示されるべきもの。 

 なお、第１号の証券または証書、第8号の証券または証書のうち第１号の証券または

証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第5号までの証券ならびに

第8号の証券のうち第2号から第5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」



4.投資方針 
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といい、第9号の証券および第10号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 

③ 投資の対象とする金融商品 

 １．預金 

 ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除

きます。） 

 ３．コール・ローン 

 ４．手形割引市場において売買される手形 

 

(3) 投資制限 

① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(会社法第236条第1項第3号の財産が新

株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在

し得ないことをあらかじめ明確にしている新株予約権付社債(以下、会社法施行前の旧商法

第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め｢転換社債型新株

予約権付社債｣といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、

信託財産の純資産総額の10%以下とします。 

② 外貨建て資産への直接投資は行いません。 

③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。 

④ 同一の新株引受権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。 

⑤ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資

産総額の５%以下とします。 

⑥ 先物取引等は、約款第23条の範囲で行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.運用体制・分配方針 
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(1) 運用体制  

当ファンドの運用体制は以下のとおりです。 

 

運用組織、内部管理及びファンドに係る意思決定を監督する組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運用に関する社内規則 

運用にあたっては、関連法令および社団法人投資信託協会が定める諸規則等のほか、以下の

運用関連社内規程を遵守しております。 

・投資信託委託会社の業務に係る業務方法書 

・投資信託委託業務運営規程 

・投資委員会運営規程 

・ポートフォリオの設定・管理と発注に関する規則 

・業者選定に関する規程 

取締役会 

法令遵守・社内規則

運用ガイドライン 

遵守の確認 

運用計画の策定 

運用方針および各ファンドの運用計画の策定 

運用部門の責任者を議長とし、社長、内部統制

部門の責任者を含む運用関係者が構成メンバー

内部統制部門

運用の評価 

必要に応じて運用方針・運用計画の見直し 

＜PLAN＞

＜DO＞ 

＜SEE＞ 

内部統制委員会

運用部門

投資委員会 

運用部門において策定された運用方針および 

各ファンドの運用計画の協議・決定 

運用実績の評価・分析 

投資委員会 

運用の実行 

業務部門

投資委員会によって決められた運用方針・運用計画に

基づき、ポートフォリオを構築・管理 

トレーディング・チーム 

売買執行・取引内容の確認 

取引業者の選定・評価・管理 

運用部門 運用チーム 

分析・ 
レポーティング部門



5.運用体制・分配方針 
 

 13

・引値保証取引に関する規則 

・内部者取引等の防止及び役職員の自己の計算で行う取引等に関する規程 

・株主議決権行使に関する取扱い規程 

・投資運用業に係る業務の第三者への委託等に関する規則 

 

運用を担当する運用部門（３名程度）、顧客とのリレーションを担当する営業部門（７名程

度）、商品開発および有価証券届出書・目論見書等の作成を担当する企画部門（５名程度）、

ファンド計理・トレーディングを担当する業務部門（９名程度）、運用実績の評価・分析・情

報開示（レポーティング・法定運用報告書）を担当する分析・レポーティング部門（６名程度）

ならびにコンプライアンス・内部監査を担当する内部統制部門（２名程度）は、当社規程に従

って、業務を分担しかつ相互に牽制機能を果たすことによって、全体として質の高い運用サー

ビスを提供しております。 

 

ファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等 

ファンドの受託者（信託銀行）については、受託者が特定の信託銀行に偏ることを避け、信託

銀行間の競争を通じた適切な受託サービス水準の確保と適切な受託者報酬水準の維持に努めて

おります。 

 

※上記の運用体制は、平成22年１月31日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。 

 

(2) 分配方針 

① 年4回の決算日（毎年３月、６月、９月および12月の各10日。ただし、休業日の場合は翌営業

日）に、原則として次の通り分配を行います。 

(A）分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）の

全額とします。 

(B）分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配

対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。 

(C）留保益ついては、約款上の運用の基本方針に基づいて運用を行います。 

② 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

(A）配当金、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」

といいます。）は、諸経費、当該諸経費にかかる消費税等に相当する金額、監査費用、当

該監査費用にかかる消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費

税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、

次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ

ます。 

(B）売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、当

該諸経費にかかる消費税等に相当する金額、監査費用、当該監査費用にかかる消費税等に

相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、

繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配するこ

とができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積

み立てることができます。 

(C）毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 
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(1）投資リスク 

委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属

します。また、投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護

の対象ではありません。また、銀行などの登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりま

せん。 

 

＜基準価額の主な変動要因＞ 

当ファンドは、ユーロ円債への投資等を通じて、実質的に株式や債券などの値動きのある有価

証券等に投資しますので、当ファンドの基準価額は変動します。したがって、元本が保証されて

いるものではなく、これを割り込むことがあります。 

当ファンドの基準価額を変動させる要因の主なものは以下の通りです。 

 

① 有価証券等の価格変動リスク 

当ファンドは、原則として特定のユーロ円債を主要投資対象とし、可能な限り高位に組み入れ

ます。したがって、当ファンドの基準価額は、当該ユーロ円債の価格変動の影響を大きく受けま

す。また、当該ユーロ円債を通じて、実質的に株式や債券など値動きのある有価証券に投資しま

すので、国内外の政治、経済、社会情勢等により価格が下落した場合には、その影響により当該

ユーロ円債の価格が下落し、当ファンドの基準価額が値下がりする要因になります。 

 

② 信用リスク 

当ファンドは、特定の金融機関により発行されたユーロ円債を主要投資対象としますので、当

該金融機関の経営不振等による信用度の悪化を反映して同債券の価格が下落した場合、基準価額

が値下がりする要因となります。また、同債券を売却する際は原則として当該金融機関の買い取

りによる形式となりますので、当該金融機関の経営不振等により同債券の買い取りに支障が生じ

た場合には、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。 
 

③ 銘柄集中リスク（流動性リスク） 

解約資金の手当て等のために、当ファンドが投資する特定のユーロ円債を大量に売却しなけれ

ばならなくなった場合に、市場動向や取引量の状況によっては、不利な価格での取引を余儀なく

される可能性があり、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。また、当該

ユーロ円債を通じて実質的に投資する株式および債券など有価証券には、組入れ銘柄を売却する

際に市場規模や市場動向によっては期待される価格で売却できない等のリスクがあります。 

  

④ 特定業種への投資リスク 

当ファンドは、実質的に公益関連、インフラ関連ならびに不動産関連という特定業種の株式へ

の投資を行うため、より広い業種に分散して投資する場合と比べて特定業種の動向の影響を大き

く受け、基準価額が大きく変動する可能性があります。なお、当ファンドは、トレーディング戦

略において、投資銘柄の価格下落リスクを軽減する取引を行ないます。 

 

⑤ 為替変動リスク 

当ファンドがユーロ円債を通じて実質的に投資する外貨建資産については、当該ユーロ円債に

おいて為替ヘッジを行いませんので、一般に外国為替相場が当該通貨に対して円高になった場合

には、当該ユーロ円債の価格は下落し、当ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。 
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⑥ カントリーリスク 

当ファンドがユーロ円債を通じて実質的に投資する外貨建資産については、その国の政治、経

済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響を受け、当ファンドの基準価額が大きく変動する

可能性があります。 

 

（ご注意）以上は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因はこれらに限られるものではありません。 

 

＜その他の留意点＞ 

① ファンド運営上のリスク 

(A)取得申込みの受付の中止・取消、解約の受付の中止 

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、

その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得のお申込みの受付けを中止することがあ

り、また、既に受付けた取得のお申込みの受付けを取消す場合があります。また、同様の理由

により、ご解約のお申込みの受付けを中止する場合があります。 

(B)信託の途中終了 

委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回った場合、

またはこの信託契約を解約することが受益者のために有利と認める場合、もしくはその他やむ

を得ない事情等が発生したときは、信託期間の途中でも信託を終了し繰上償還させる場合があ

ります。また、主要投資対象であるユーロ円債の発行体の信用状況の著しい悪化もしくは債務

不履行等があり当該債券をすべて売却した場合、信託を終了し繰上償還させます。 

② 販売会社、受託会社等関係法人に関する留意点 

(A)販売会社 

委託会社と販売会社は、ファンドの受益権の募集等について契約を締結しており、受益者の

購入資金は、販売会社を通じて、ファンドに振り込まれますので、当該ファンドに着金するま

では、委託会社および受託会社において責任を負いません。また、収益分配金、一部解約金、

償還金の支払いについても、販売会社へ支払った後の受益者への支払いについては、委託会社

および受託会社は責任を負いません。 

委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売

（お申込み代金の預かり等を含みます。）について、それぞれの責任を負い、互いに他につい

ての責任を負いません。 

(B)受託会社 

委託会社と受託会社は、ファンドの信託契約を締結しており、収益分配金、一部解約金、償

還金の支払いは、委託会社の指示により、ファンドから販売会社の指定口座に支払われます。

ファンドから、販売会社の指定口座への支払いをした後は、受託会社は、当該収益分配金、一

部解約金、償還金についての責任を負いません。 

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が辞任

した後、またはその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があ

り裁判所が受託会社を解任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は

当ファンドの信託を終了させます。 

③ 収益分配に係る留意点 

ファンドの収益分配金は、収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。 

委託会社の判断により、基準価額の水準、市場動向等、分配対象収益の水準によって分配を行

わない場合があります。 
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(2）投資リスクに対する管理体制 

ファンドの運用状況につきましては、パフォーマンス分析・評価の結果を投資委員会に報告し、

審議を行います。また、コンプライアンス上のリスク、当社の業務において発生しうるあらゆる

リスクについて、原則として月に一度開催される内部統制委員会に報告されます。同委員会では

上記リスク事項の確認や当社の対応、改善策等について協議または決議します。また、その内容

は必要に応じて取締役会へ報告、提案されます。 

なお、実務においては、各部門においてそれぞれの責任者のもと、日次ベースでリスク管理を

綿密に行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 上記の管理体制は、平成22年１月31日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。 

運用部門 

営業部門 

分析・ 

レポーティング部門 

企画部門 

業務部門 

管理部門 

内部統制部門 

＜協議または決議＞ 

内部統制委員会 

業務の有効性及び効率性に関する事項

財務報告の信頼性に関する事項 

法令遵守に関する事項 

資産の保全に関する事項 

業務プロセスの評価 

リスク管理に関する事項 
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(1)  申込手数料  

 取得申込受付日の翌営業日の基準価額にお申込み口数を乗じて得た額（「取得金額」といい

ます。）に、3.675％（税抜3.50％）の率を上限にして、販売会社が定める手数料率を乗じて

得た額とします。 

 なお、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、取得する口数に

ついては、手数料はかかりません。自動けいぞく投資契約の取扱いについては、販売会社にお

問合せください。 

 

(2） 換金（解約）手数料  

 ご換金（解約）手数料はかかりません。ただし、ご換金の際に、解約受付日の翌営業日の基

準価額から0.5％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除します。 

 

(3） 信託報酬等  

 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて、毎日、以下に

より計算・計上され、毎計算期間終了日または、信託の終了時に信託財産中から支弁されます。      

 

 基準価額の水準（1万口当たりの基準価額をいいます。）により、以下の2つのケースに分か

れます。 

 

基準価額が9,000円以上のとき 純資産総額に対して年率1.2075％（税抜 1.15％） 

内訳：委託会社   0.4200％（税抜 0.4000％） 

   受託会社   0.0525％（税抜 0.0500％） 

   販売会社   0.7350％（税抜 0.7000％） 

基準価額が9,000円未満のとき 純資産総額に対して年率1.0500％（税抜 1.00％） 

内訳：委託会社   0.2625％（税抜 0.2500％） 

   受託会社   0.0525％（税抜 0.0500％） 

   販売会社   0.7350％（税抜 0.7000％） 

 

委託会社および販売会社への報酬は、ファンドから委託会社へ支弁され、販売会社への報酬

は、委託会社から、販売会社が行う業務に対する代行手数料として支払われます。受託会社の

報酬は、ファンドから受託会社に支弁されます。 

 

(4) その他の手数料等  

① 当ファンドの主要投資対象であるユーロ円債について、当該ユーロ円債の時価総額に対し

て年率0.8％程度を管理費用としてご負担いただきます。 

② 当ファンドの組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等、デリバティブ取引等に要する

費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

③ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、受益者の負担とし、当ファンドの計算期間を

通じて毎日、当該計算期間の日数で除して計算し、毎計算期末または信託終了のとき当該

消費税等相当額とともに信託財産中から支弁します。 

④ 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用（法律顧問・税務顧問への報酬、

印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する費用等を含みま

す。以下、「諸経費」といいます。）および諸経費にかかる消費税等ならびに受託者の立
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替えた立替金の利息は信託財産中から支弁します。 

⑤ 信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行

った場合、当該借入金の利息は信託財産中から支弁します。 

 

上記その他手数料等は、運用の状況等により異なるため、料率、上限率等をあらかじめ表示する

ことが出来ません。 

 

受益者が負担する手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なるため、

あらかじめ表示することができません。 

 

(5) 課税上の取扱い  

日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する投資信託の課税については、下記の

取扱いとなります。なお、税法が改正された場合には、下記の内容が変更になることがあります。

課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。 

 

※当ファンドは、税法上、株式投資信託として区分されます。 

 

① 個別元本方式について 

(A)追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）

は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。 

(B)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託

を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一

ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行

われます。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「自

動けいぞく投資コース」と「一般コース（「分配金受取コース」等別の名称で同様の方式を

含みます。）」の両コースで取得する場合には、別々に個別元本の算出が行われる場合があ

ります。 

(C)受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金

を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「特別分配金」については、

「②収益分配時における課税上の取扱いについて」をご確認ください。） 

 

② 収益分配時における課税上の取扱いについて 

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いになる

「特別分配金」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。 

受益者が収益分配金を受取る際、(A)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元

本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が

普通分配金となり、(B)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回ってい

る場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控

除した額が普通分配金となります。 

 

③ 一部解約時および償還時における課税上の取扱いについて 

個人の受益者の場合、一部解約（換金）時および償還時の譲渡益(一部解約価額および償還価額

から取得費（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等を含みます。）を控除した利益）




